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は
じ
め
に

　

旧
稿
二〇一六「
隋
・
太
僕
卿
元
公
墓
誌
の
収
筆
に
見
る
楷
書
刻
法
の
新
表
現（

１
）」

で
は
、
太
僕
卿
元
公
墓
誌
（
大
業
一
一
年　

六一五　

以
下
、
元
公
墓
誌
と
略
称
）
の

横
画
末
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
表
現
が
、
原
稿
で
あ
る
筆
跡
の
筆
法
に
従
属
し

な
い
自
立
的
刻
法
に
よ
る
楷
書
の
収
筆
（
本
稿
で
は
「
収
筆
」
を
「
横
画
の
収
筆
」

の
意
味
で
用
い
る
）
の
新
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
た
。
同
稿

に
「
唐
代
楷
書
の
先
河
と
も
い
う
べ
き
石
刻
の
楷
書
で
、
収
筆
の
筆
抑
え
を
三

角
形
に
表
現
す
る
の
を
基
本
と
す
る
楷
書
表
現
は
、
実
は
元
氏
墓
誌
（
す
な
わ

ち
元
公
墓
誌
）
や
そ
の
夫
人
姫
氏
墓
誌
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、
ご
く
一
部
の
墓
誌

に
現
れ
る
…
」
と
述
べ
た
と
お
り
、
観
念
的
に
（
ま
た
、
と
き
に
は
誇
張
と
も
い

え
る
ほ
ど
に
）
三
角
形
に
つ
く
る
そ
の
収
筆
表
現
は
、
隋
唐
石
刻
に
あ
っ
て
も

隋
代
墓
誌
刻
法
に
お
け
る
楷
書
収
筆
の
新
表
現

─
太
僕
卿
元
公
墓
誌
以
前
の
三
角
形
収
筆
に
つ
い
て
─
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比
較
的
早
期
に
属
す
る
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
稿
者
の
こ
の
観
察
は
、
そ
の
時

点
で
点
検
し
て
い
た
元
公
墓
誌
以
前
及
び
以
後
の
隋
誌
の
収
筆
表
現
状
況
を
踏

ま
え
て
お
り
、
同
稿
に
は
そ
の
状
況
を
通
観
す
る
図
表
を
添
え
る
準
備
を
進
め

て
い
た
が
、
対
象
範
囲
が
な
お
狭
い
こ
と
の
反
省
と
紙
幅
の
事
情
か
ら
割
愛
し

た
。

　

本
稿
は
、
右
の
隋
誌
収
筆
表
現
状
況
の
通
観
図
に
代
え
、
稿
者
が
実
見
し
た

原
拓
七
十
五
誌
と
、
こ
れ
を
除
く
原
寸
大
の
影
印
五
十
誌
（
部
分
の
み
の
影
印

一
誌
を
含
む
）
の
計
一
二
五
誌
中
に
、
元
公
墓
誌
の
三
角
形
収
筆
に
類
す
る
表

現
を
一
定
量
検
出
で
き
た
（
偶
発
性
の
域
を
越
え
る
と
み
ら
れ
る
）
五
件
の
墓
誌

（
長
孫
懿
墓
誌
・
楊
异
墓
誌
・
楊
休
墓
誌
・
韋
夫
人
元
咳
女
墓
誌
・
尉
富
娘
墓
誌
）

に
つ
い
て
、
そ
の
収
筆
表
現
の
様
態
を
具
体
的
に
提
示
す
る
方
法
に
よ
り
、
元

公
墓
誌
に
至
る
ま
で
の
三
角
形
収
筆
の
刻
法
の
状
況
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
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な
お
、
本
稿
で
は
筆
鋒
を
突
き
戻
す
よ
う
に
挫
い
て
作
る
三
角
形
の
収
筆
に
対

し
て
、
筆
鋒
を
右
下
に
抜
き
放
つ
収
筆
を
終
乾
形（
２
）と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
の
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
継
続

「
北
朝
末
隋
代
墓
誌
中
に
混
在
す
る
自
律
的
刻
法
の
楷
書
新
表
現
に
関
す
る
基

礎
的
研
究
」（
課
題
番
号263701041

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

一　

長
孫
懿
墓
誌
の
場
合

　

墓
主
の
長
孫
懿
は
、
字
は
孝
良
、
恒
州
高
柳
（
山
西
省
大
同
市
陽
高
県
）
の

人
で
あ
る
。
北
魏
の
長
孫
崇
（『
北
史
』
巻
二
二
）
の
七
世
の
孫
で
、
開
皇
十
二

年
（
五九二）
十
月
十
二
日
に
「
大
興
県
崇
義
郷
の
滻
源
里
に
葬
」
ら
れ
た
。
墓

誌
は
、
三
二
行
、
満
行
三
二
字
、
全
九
八
七
字
。
新
出
土
の
墓
誌
で
、
梶
山
智

史
氏
編
『
北
朝
隋
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』（
二〇一三、
明
治
大
学
東
洋
史
資
料
叢

刊
11
）
に
は
収
め
な
い
。
ま
た
出
土
報
告
や
関
係
論
文
を
見
ず
、
出
土
の
状
況

は
明
ら
か
で
な
い
。
該
誌
の
影
印
は
、
管
見
の
限
り
、
河
南
美
術
出
版
社
の
近

年
新
出
土
歴
代
碑
志
精
選
系
列
の
『
隋
長
孫
懿
墓
志　

初
拓
本
』（
二〇一三）
だ

け
で
、
同
書
に
冠
せ
ら
れ
る
劉
応
涛
氏
の
「
隋
《
長
孫
懿
墓
志
》
考
略
」
に
も

出
土
状
況
に
言
及
し
な
い
。

　

長
孫
懿
墓
誌
に
も
、
例
に
よ
っ
て
多
く
の
書
風
（
す
な
わ
ち
多
く
の
刻
法
）

が
複
雑
に
混
在
し
、
多
く
の
刻
者
が
鐫
刻
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
図
一
（
Ａ
か
ら
Ｋ
、
Ｏ
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
行
か
ら
集
成
し
た
。
下
の
数
字
は

該
字
所
在
の
行
数
。
以
下
同
様
。）
の
う
ち
Ａ
か
ら
Ｆ
の
各
刻
法
が
比
較
的
鐫
刻

の
分
担
範
囲
が
広
い
主
要
な
刻
法
で
あ
り
、
Ｇ
か
ら
Ｊ
は
分
担
が
少
範
囲
に
限

ら
れ
る
刻
法
で
あ
る
。
な
お
分
担
範
囲
が
ご
く
わ
ず
か
な
Ｋ
以
下
の
各
欄
に
は
、

複
数
の
刻
法
を
字
間
を
空
け
て
併
載
し
た
。
た
と
え
ば
「
大
・
宮
・
起
・
志
」

は
Ｋ
、「
守
」
は
Ｌ
の
要
領
で
あ
る
。
Ａ
と
Ｆ
、
Ｃ
と
Ｅ
が
類
似
す
る
よ
う
に
、

【
図
一
】
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こ
れ
ら
各
種
の
刻
法
に
お
け
る
収
筆
の
一
般
的
表
現
は
図
二
（
右
の
数
字
は

該
字
所
在
の
行
数
・
段
数
。
以
下
同
様
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
も
と
よ

り
画
一
的
で
は
な
い
も
の
の
、
お
お
よ
そ
筆
鋒
を
右
下
に
抜
く
終
乾
形
（
図
二

の
右
列
）
と
、
筆
鋒
を
抜
き
放
た
ず
に
や
や
加
圧
し
て
終
え
る
書
法
を
刻
出
す

る
類
（
図
二
の
左
列
）
に
大
別
で
き
、
さ
ら
に
類
型
か
ら
前
者
は
ア
～
エ
に
、

後
者
は
オ
～
キ
に
再
分
類
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
「
世
・
子
・
侍
」
は
や
や

加
圧
し
筆
画
の
下
辺
に
移
動
し
た
筆
鋒
を
さ
ら
に
右
下
に
向
け
て
抜
こ
う
と
す

る
書
法
を
、
イ
「
右
・
二
・
大
」
は
極
度
に
加
圧
し
た
う
え
で
筆
鋒
を
右
下
に

強
く
抜
き
放
つ
書
法
を
、
ウ
「
豈
・
才
・
言
」
は
イ
類
と
は
反
対
に
加
圧
を
控

え
な
が
ら
筆
画
中
央
付
近
に
あ
る
筆
鋒
を
無
理
の
な
い
程
度
に
右
下
に
抜
き
放

つ
書
法
を
、
エ
「
君
・
江
」
は
ウ
類
同
様
に
加
圧
は
控
え
な
が
ら
、
中
央
付
近

に
あ
る
筆
鋒
を
延
長
線
上
あ
る
い
は
そ
の
や
や
下
方
に
抜
き
放
つ
書
法
を
、
そ

れ
ぞ
れ
刻
出
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
オ
「
玉
・
委
・
言
」
は
加
圧
し
な
が
ら
正
鋒
で
運
ん
だ
筆
鋒
の
位
置

を
そ
の
ま
ま
に
遽
か
に
突
き
戻
し
挫
い
て
終
え
る
用
筆
を
、
カ
「
大
・
志
・

卜
」
は
加
圧
し
な
が
ら
や
や
筆
画
の
上
辺
寄
り
に
あ
る
筆
鋒
の
位
置
を
そ
の
ま

ま
に
左
上
に
静
か
に
突
き
戻
す
よ
う
に
挫
い
て
終
え
る
用
筆
を
、
キ
「
生
・

矣
・
去
」
は
オ
類
同
様
に
正
鋒
で
運
ん
だ
筆
鋒
の
位
置
を
そ
の
ま
ま
に
わ
ず
か

に
突
き
戻
す
か
軽
く
押
さ
え
る
よ
う
に
終
え
る
用
筆
を
そ
れ
ぞ
れ
刻
出
し
て
い

る
。

こ
れ
ら
刻
法
の
境
界
に
は
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
と
こ
ろ
が
多
く
、
主
要
刻
法
の
い

ず
れ
か
に
類
似
す
る
別
の
刻
者
も
介
在
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
現
時
点
で

は
各
刻
法
の
分
布
図
は
提
示
し
が
た
い
。

【
図
二
】

【
図
三
】
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一
方
、
三
角
形
に
作
る
収
筆
表
現
は
一
定
数
現
れ
る
と
は
い
え
、
図
２
に
掲

げ
た
収
筆
に
比
べ
れ
ば
出
現
率
は
低
く
、
そ
の
具
体
的
な
形
状
は
図
三
の
二
十

例
の
と
お
り
で
、
し
か
も
そ
の
二
十
例
中
に
元
公
墓
誌
と
の
類
似
形
を
求
め
る

な
ら
ば
、
右
列
を
主
と
す
る
十
数
例
に
止
ま
る
。
し
か
も
、
図
三
の
各
字
に
明

ら
か
な
と
お
り
、
一
字
中
に
あ
っ
て
も
他
の
収
筆
表
現
と
の
併
用
が
常
で
あ
る
。

元
公
墓
誌
に
お
い
て
も
他
の
収
筆
表
現
と
の
併
用
が
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
同

時
に
一
字
中
の
ほ
と
ん
ど
の
横
画
の
収
筆
を
三
角
形
に
つ
く
る
例
も
少
な
か
ら

ず
認
め
ら
れ
る
（
旧
稿
二〇一六、
図
四
掲
載
の
二
四
例
）。
こ
れ
に
対
し
、
長
孫
懿

墓
誌
に
あ
っ
て
は
そ
の
例
は
皆
無
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
図
三
の
１
「
霜
」
２

「
改
」
を
は
じ
め
と
す
る
十
数
例
は
元
公
墓
誌
に
お
け
る
三
角
形
収
筆
の
平
均

的
形
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
の
ち
の
元
公
墓
誌
（
及
び
夫
人
姫
氏
墓
誌
）
に
顕

著
な
収
筆
表
現
は
、
長
孫
懿
墓
誌
に
あ
っ
て
は
一
部
の
刻
者
に
限
っ
て
現
れ
る

少
数
派
で
あ
る
も
の
の
、
当
該
刻
者
の
意
識
に
は
楷
書
収
筆
表
現
の
一
つ
と
し

て
す
で
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
刻
者
と
は
該
誌
中
に
お
い

て
比
較
的
鐫
刻
範
囲
が
広
い
主
要
刻
法
Ａ
～
Ｆ
中
の
Ｂ
・
Ｅ
と
小
範
囲
を
分
担

し
た
Ｇ
で
あ
り
、
Ａ
・
Ｆ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
Ｃ
は
、
そ
の
分
担
範
囲

を
確
定
し
が
た
い
面
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
典
型
的
刻
法
が
表
れ
る
範
囲
に
三

角
形
の
収
筆
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
Ｇ
は
そ
の
祖
述
す
る
書
法
が
他
の
刻
法
と

異
な
る
銘
石
書
の
一
種
（
例
え
ば
北
魏
に
お
け
る
鞠
彦
雲
墓
誌
・
高
宗
夫
人
于
仙

姫
墓
誌
）
と
考
え
ら
れ（
３
）、

い
ま
同
次
元
に
は
扱
え
な
い
。

　

二　

楊
异
墓
誌
の
場
合

　

墓
主
の
楊
异
は
、
字
は
文
殊
、
弘
農
華
陰
の
人
で
あ
る
。『
隋
書
』
に
伝
が

あ
り
、
該
誌
は
そ
れ
を
補
正
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
開
皇
二
十
年
（
六〇〇）
九

月
二
十
七
日
に
六
十
八
歳
で
歿
し
、
翌
、
仁
寿
元
年
（
六〇一）
十
月
二
十
三
日

に
「
華
陰
東
原
」
に
葬
ら
れ
た
。
墓
誌
は
二
十
五
行
、
満
行
二
十
八
字
、
全
六

七
一
字
。
新
出
土
で
、
梶
山
氏
の
『
北
朝
隋
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』（
前
掲
）

に
は
収
め
な
い
。
ま
た
出
土
報
告
や
関
係
論
文
を
見
ず
、
出
土
の
状
況
は
明
ら

か
で
な
い
。
該
誌
の
影
印
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
河
南
美
術
出
版
社
の
中
国
歴

代
名
碑
名
帖
精
選
系
列
の
『
隋
楊
异
墓
志　

初
拓
本
』（
二〇一〇）
だ
け
で
、
同

書
に
冠
せ
ら
れ
る
趙
君
平
氏
の
「《
隋
長
孫
懿
墓
志
》
漫
議
」
に
も
出
土
状
況

【
図
四
】
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に
つ
い
て
言
及
が
な
い
。
な
お
、
拓
本
を
取
り
扱
っ
て
い
た
有
限
会
社
華
夏
が

「
近
年
、
洛
陽
で
新
出
土
」
と
し
て
二
〇
〇
六
年
に
拓
を
売
出
し
た
こ
と
が
あ

る
（
通
訊
№
37　

二
〇
〇
六
年
十
月
号
）。

　

該
誌
の
書
は
、
趙
君
平
氏
の
評
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
「
結
体 

淸
秀
痩
勁
、

意
態
端
荘
、
用
筆
繊
痩
、
線
条
剛
勁
に
し
て
、
整
飾
観
る
べ
し
。
尤
も
其
の
謀

篇
布
局
上
よ
り
せ
ば
、
人
を
し
て
一
種
の
簡
練
淸
跋
的
意
韵
を
感
受
し
到
ら
し

め
、
人
を
し
て
愛
し
み
て
手
を
釈
か
ざ
ら
し
む
」
る
も
の
で
、
隋
代
墓
誌
の
名

品
に
対
し
て
も
遜
色
が
な
い
。
埋
葬
直
前
に
補
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
祖
父
の
諱
名

「
鈞
」（
図
四
Ｅ
参
照
）
を
除
い
て
、
一
見
、
鐫
刻
は
単
独
の
刻
者
か
と
思
わ
せ

る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
例
に
漏
れ
ず
複
数
の
刻
者
が
分
担
し
て
い
る
。
図
四
が
検

出
で
き
た
主
な
刻
法
で
あ
る
。
該
誌
の
鐫
刻
分
担
者
の
技
術
水
準
は
比
較
的
一

定
で
あ
る
ほ
か
、
奏
刀
す
る
刻
法
も
近
似
し
て
お
り
、
同
系
か
同
系
別
派
の
刻

者
に
よ
る
分
担
を
思
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
間
に
は
Ｄ
や
Ｅ
の
「
鈞
」
を
除

く
三
者
（
分
担
範
囲
は
数
字
の
範
囲
で
あ
る
）
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
と
は
技
術
水

準
が
や
や
劣
る
者
の
分
担
や
、
い
っ
そ
う
未
熟
な
者
の
一
二
字
が
混
在
す
る
。

と
は
い
え
、
全
体
的
に
は
技
術
水
準
が
揃
い
、
し
か
も
同
系
を
思
わ
せ
る
刻
法

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
拓
調
や
石
質
、
刀
の
状
態
等
の
諸
要
素
の
介
在
を
考
慮
す

る
と
、
図
四
に
掲
げ
た
以
外
に
も
別
の
刻
者
が
参
画
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

刻
法
の
分
担
図
は
作
成
し
が
た
い
。

　

い
ま
抽
出
し
た
主
な
刻
者
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
述
べ
れ
ば
、
Ａ

【
図
五
】

【
図
六
】

【
図
七
】
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は
横
画
を
だ
れ
よ
り
も
痩
細
に
刻
し
、
横
画
収
筆
の
表
現
は
比
較
的
一
様
で
、

や
や
垂
れ
下
げ
気
味
に
し
て
緩
や
か
に
抜
く
終
乾
形
に
収
斂
す
る
。
Ｂ
は
主
要

な
四
者
の
な
か
で
は
最
も
肉
の
あ
る
筆
画
を
刻
出
し
、
横
画
も
他
者
ほ
ど
に
は

痩
細
で
な
い
た
め
、
縦
画
と
の
太
さ
が
同
等
に
な
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
収

筆
表
現
は
比
較
的
Ａ
よ
り
も
多
様
で
、
緩
や
か
に
止
め
て
わ
ず
か
な
三
角
形
を

形
成
す
る
と
こ
ろ
と
、
右
下
方
に
静
か
に
抜
く
終
乾
形
が
併
用
さ
れ
る
。
Ｃ
は

主
要
四
者
の
な
か
で
は
最
も
険
し
い
筆
画
を
刻
出
し
、
主
要
横
画
の
収
筆
で
は

三
角
形
を
形
成
す
る
こ
と
が
最
も
多
い
。
Ｄ
は
Ａ
に
類
す
る
が
、
Ａ
に
比
べ
て

未
熟
で
、
線
条
に
Ａ
の
痩
勁
さ
が
な
い
。
収
筆
の
多
く
は
Ａ
に
似
て
や
や
垂
れ

下
げ
気
味
に
緩
や
か
に
抜
く
終
乾
形
で
あ
る
。

　

該
誌
に
現
れ
る
収
筆
の
形
状
の
多
く
は
三
角
形
で
は
な
い
が
、
三
角
形
に
表

現
さ
れ
る
頻
度
も
少
な
く
な
い
。
い
ま
そ
の
様
相
を
掲
げ
た
の
が
図
五
で
、
右

十
例
が
三
角
形
の
収
筆
例
で
あ
る
。
サ
「
宗
」
か
ら
タ
「
夫
」
の
よ
う
に
自
然

に
筆
鋒
が
右
下
に
抜
け
る
よ
う
に
運
筆
し
た
終
乾
形
か
、
あ
る
い
は
チ
「
呉
」

か
ら
ト
「
廿
」
の
よ
う
に
い
く
ぶ
ん
加
圧
し
た
う
え
で
右
下
に
抜
き
放
つ
終
乾

形
で
あ
る
。
左
列
に
比
べ
れ
ば
数
は
少
な
い
が
、
右
列
の
各
例
の
と
お
り
収
筆

で
筆
鋒
を
突
き
戻
す
よ
う
に
し
て
形
成
す
る
筆
押
え
の
形
状
も
認
め
ら
れ
る
。

内
、
オ
「
道
」
の
形
状
は
三
角
形
の
頂
点
に
丸
み
が
あ
っ
て
異
質
に
み
え
る
が
、

お
そ
ら
く
偶
然
に
よ
る
も
の
で
別
の
刻
法
と
は
見
な
し
が
た
い
。
ま
た
イ「
未
」

エ
「
年
」
カ
「
夫
」
キ
「
徳
」
よ
う
に
険
し
い
形
状
は
、
図
六
の
と
お
り
ほ
か

に
も
認
め
ら
れ
る
。
図
六
の
こ
れ
ら
は
元
公
墓
誌
の
三
角
形
収
筆
中
に
ま
ま
現

れ
る
偶
発
的
に
誇
張
さ
れ
た
形
状
と
同
じ
性
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
三
角
形
の
収
筆
を
多
く
刻
出
す
る
の
は
Ｃ
で
、
つ
い
で
Ｂ
で
あ
る
。

た
だ
し
Ｃ
に
お
い
て
は
三
角
形
を
専
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
図
七
の
と
お
り

終
乾
形
も
併
用
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
一
方
、（
主
要
刻
者
間
の
分
担
範
囲

の
境
界
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
明
言
し
が
た
い
が
、）
Ａ
Ｄ
両
者
の
分

担
範
囲
に
は
三
角
形
収
筆
は
現
れ
な
い
か
、
現
れ
た
と
し
て
も
そ
の
頻
度
は
わ

ず
か
で
あ
る
。

　

三　

楊
休
墓
誌
の
場
合

　

墓
主
の
楊
休
は
、
弘
農
華
陰
の
人
。『
隋
書
』
に
伝
は
な
い
が
、
そ
の
祖
父

楊
鈞
、
父
楊
倹
は
と
も
に
『
魏
書
』
楊
播
に
附
伝
が
あ
る
。
祖
父
楊
鈞
、
父
楊

倹
が
楊
异
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
楊
异
と
は
兄
弟
で
あ
る
。
開
皇
三
年

（
五八三）
十
一
月
に
歿
し
、
大
業
三
年
（
六〇七）
十
一
月
四
日
に
「
華
陰
東
原
」
に

葬
ら
れ
た
。
墓
誌
は
三
三
行
、
満
行
三
三
字
、
全
一
〇
三
六
字
。
該
誌
も
新
出

土
で
、
出
土
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
二
〇
〇
一
年
三
月
に
伊
藤
滋
氏
が
原

石
を
西
安
の
某
氏
宅
で
実
見
し
て
い
る
（『
墨
』
二
三
〇
号
掲
載
「Gallery

楊
休

墓
誌
」、
芸
術
新
聞
社
、
二〇一四）。
ま
た
『
全
隋
文
補
遺
』（
三
秦
出
版
社
、
二〇〇四）、

『
隋
代
墓
誌
銘
彙
考
』（
線
装
書
局
、
二〇〇七）
に
収
録
さ
れ
、
梶
山
氏
『
北
朝
隋

代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』（
前
掲
）
に
は
、
清
原
實
門
氏
「（
特
集
解
説
）
隋
代
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墓
誌
の
典
型
」（『
金
石
書
学
６
』
所
収
、
藝
文
出
版
、
二〇〇二）、
王
慶
衛
・
王
煊

両
氏
「
隋
代
華
陰
楊
氏
考
述
─
以
墓
誌
銘
為
中
心
」（
西
安
碑
林
博
物
館
編
『
碑

林
集
刊　

11
』
所
収
、
二〇〇五）、
同
両
氏
「
隋
代
華
陰
楊
氏
続
考
─
以
墓
誌
銘
為

中
心
」（
西
安
碑
林
博
物
館
編
『
碑
林
集
刊　

12
』
所
収
、
二〇〇六）
を
記
載
す
る
。

　

該
誌
の
刻
法
の
混
在
状
態
は
複
雑
で
、
練
達
未
熟
が
混
在
す
る
状
態
は
図
八

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
う
ち
練
達
の
Ａ
と
比
較
的
練
達
の
Ｂ
が
類
似
し
、
練
達

の
Ｅ
Ｆ
と
や
や
未
熟
な
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
が
類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
類

似
す
る
刻
法
の
境
界
に
は
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
刻
法
の
分
布
図
を
提
示

し
が
た
い
。
い
ま
図
八
に
つ
い
て
い
え
ば
、
各
刻
法
の
特
色
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

　

Ａ
は
Ｂ
と
と
も
に
虞
世
南
を
連
想
さ
せ
る
遒
潤
な
筆
画
を
刻
出
し
、
そ
の
収

筆
は
穏
や
か
に
突
き
戻
し
て
終
え
る
表
現
を
と
り
、
収
筆
を
強
調
す
る
刻
法
が

支
配
的
で
あ
る
該
誌
中
に
あ
っ
て
は
異
質
で
あ
る
。
Ｂ
は
Ａ
と
同
類
で
あ
る
が
、

Ａ
の
よ
う
に
遒
潤
な
筆
画
を
刻
出
す
る
力
量
は
な
く
、
Ａ
に
比
べ
て
浅
薄
軟
弱

で
生
硬
な
筆
画
が
混
ざ
る
こ
と
も
あ
っ
て
安
定
し
な
い
。
Ｃ
も
練
達
で
、
Ａ
の

刻
法
を
険
し
く
し
た
秀
抜
の
筆
画
を
刻
出
し
、
横
画
の
収
筆
に
は
三
角
形
を
混

在
さ
せ
る
が
、
そ
の
形
状
は
控
え
め
で
あ
る
。
Ｄ
は
Ｃ
や
Ｍ
と
同
類
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
筆
画
が
そ
の
中
で
も
っ
と
も
痩
細
で
あ
る
。
Ｅ
は
Ａ
同
等

の
練
達
者
で
、
遒
潤
の
筆
画
を
刻
出
す
る
が
、
横
画
の
収
筆
表
現
に
三
角
形
を

用
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
Ｆ
は
Ｅ
と
同
類
の
練
達
で
Ｇ
H
Ｉ
Ｊ
Ｋ
と
も
一
類
で

【
図
八
】
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あ
る
が
、
Ｅ
に
比
べ
れ
ば
筆
画
が
勁
抜
で
あ
る
一
方
、
遒
潤
さ
で
は
Ｅ
に
譲
る
。

Ｇ
も
Ｅ
の
類
で
、
奏
刀
は
闊
達
で
勁
抜
な
筆
画
を
刻
出
す
る
が
、
Ｅ
の
遒
潤
さ

が
な
く
、
結
構
も
欹
側
す
る
。
H
も
Ｅ
の
同
類
な
が
ら
Ｅ
の
よ
う
な
潤
い
が
な

く
、
Ｆ
Ｇ
の
よ
う
な
勁
抜
さ
が
な
い
。
Ｉ
も
Ｅ
の
類
で
あ
る
が
、
H
同
等
の
未

熟
さ
が
あ
り
、
H
よ
り
も
や
や
勁
抜
で
は
あ
る
が
、
H
に
比
べ
て
結
構
と
筆
画

に
安
定
感
が
な
い
。
Ｊ
は
未
熟
で
筆
画
と
結
構
に
安
定
感
が
な
い
。
Ｅ
と
同
類

と
思
わ
れ
る
が
、
Ｌ
や
Ｐ
中
の
「
瀘
等
」
二
字
の
刻
法
の
よ
う
に
、
別
の
書
法

を
祖
述
す
る
刻
法
と
の
混
血
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
収
筆
に
三
角
形
も
混

用
す
る
が
、
表
現
が
不
自
然
で
あ
る
。
Ｋ
も
Ｅ
の
類
と
思
わ
れ
る
が
、
未
熟
で

奏
刀
に
力
が
な
く
刻
画
が
頼
り
な
い
。
Ｌ
は
他
に
類
が
な
い
が
、
未
熟
で
と
く

に
横
画
が
不
安
定
で
、
結
構
も
欹
側
す
る
。
M
は
Ｃ
と
同
類
と
思
わ
れ
る
が
、

Ａ
Ｂ
と
の
繋
が
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
横
画
の
収
筆
表
現
は
Ｃ
あ
る
い
は

Ａ
Ｂ
と
同
様
に
控
え
め
で
あ
る
。
刻
出
す
る
筆
画
は
比
較
的
勁
い
が
、
Ｃ
の
秀

抜
さ
と
は
な
お
差
が
あ
り
、
Ｃ
の
遒
潤
さ
も
な
い
。
Ｎ
も
お
そ
ら
く
Ｅ
の
類
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
未
熟
で
刻
出
す
る
筆
画
は
軟
弱
で
不
安
定
で
あ
る
。

Ｏ
も
Ｅ
類
で
、
奏
刀
も
一
定
の
水
準
に
あ
る
が
、
分
担
範
囲
は
七
、
八
字
ほ
ど

に
す
ぎ
な
い
。
筆
画
は
温
潤
で
あ
る
が
、
結
構
に
や
や
締
ま
り
が
な
く
、
東
魏

石
刻
の
風
を
連
想
さ
せ
る
。
Ｐ
の
「
瀘
等
／
士
田
／
年
」
の
三
者
は
い
ず
れ
も

未
熟
で
、
そ
の
所
刻
字
数
は
一
、
二
に
過
ぎ
な
い
。
う
ち
「
瀘
等
」
二
字
は
他

と
一
線
を
画
し
、
別
の
書
法
を
祖
述
す
る
刻
法
で
あ
る
。

【
図
九
】

【
図
十
】

【
図
十
一
】
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さ
て
、
該
誌
の
収
筆
表
現
は
図
九
の
と
お
り
、
三
角
形
（
右
列
の
十
例
）
と

終
乾
形
（
左
列
の
十
例
）
と
に
両
分
で
き
、
そ
の
両
者
が
誌
中
に
混
在
す
る
。

図
八
の
Ｐ
を
除
く
各
刻
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
使
用
の
頻
度
と
そ
の
形
状

の
程
度
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
両
収
筆
表
現
は
い
ず
れ
の
刻
法
に
も
現
れ
、

該
誌
に
お
い
て
は
祖
述
す
る
書
法
の
別
を
越
え
て
三
角
形
の
収
筆
が
普
遍
化
し

て
い
る
こ
と
が
観
察
で
き
る
。
さ
ら
に
三
角
形
の
収
筆
が
と
く
に
頻
出
す
る
Ｅ

の
一
類
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
三
角
形
の
収
筆
表
現
に
は
、
図
十
の
と
お
り
、

元
公
墓
誌
同
然
に
誇
張
し
た
（
す
な
わ
ち
自
然
な
用
筆
で
現
出
す
る
形
状
の
域
を

越
え
て
い
る
）
形
状
が
多
出
す
る
。

　

す
で
に
伊
藤
滋
氏
が
「
用
筆
面
で
は
『
蘇
孝
慈
墓
誌
』
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が

あ
る
が
、
書
風
は
と
り
わ
け
『
太
僕
卿
元
公
墓
誌
』
に
近
く
、
小
楷
の
優
れ
た

手
本
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」（
前
掲
『
墨
』）
と
述
べ
、
清
原
實
門
氏
も
楊
休
墓

誌
と
元
公
墓
誌
・
夫
人
姫
氏
墓
誌
の
各
十
字
を
対
照
し
た
図
版
を
提
示
し
て
い

る
（
前
掲
『
金
石
書
法
』）
よ
う
に
、
楊
休
墓
誌
中
の
Ｅ
の
一
類
が
刻
出
す
る
書

風
は
、
八
年
後
の
元
公
墓
誌
に
混
在
す
る
諸
刻
法
中
の
主
要
刻
法
が
刻
出
す
る

書
風
と
い
く
ぶ
ん
近
似
す
る
要
素
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
三
角
形
収
筆
の
形
状

自
体
が
元
公
墓
誌
の
そ
れ
に
酷
似
す
る
。
図
十
一
は
元
公
墓
誌
の
三
角
形
収
筆

の
構
造
を
三
種
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
三
種
の
構
造
は
楊
休
墓
誌
と

も
一
致
す
る
。
具
体
的
に
は
、
図
十
一
の

［Ｘ］
は
、
楊
休
墓
誌
図
九
の
イ
「
貴
」、

図
十
の
ウ
「
言
」
が
そ
れ
で
あ
り
、

［Ｙ］
は
楊
休
墓
誌
図
九
の
エ
「
時
」、
図
十

の
コ
「
七
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、

［Ｚ］
は
楊
休
墓
誌
図
九
の
ケ
「
古
」、
図
十

の
ク
「
二
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

四　

韋
夫
人
元
咳
女
墓
誌
の
場
合

　

稿
者
は
韋
夫
人
元
咳
女
墓
誌
の
拓
を
実
見
し
て
い
な
い
が
、『
金
石
書
学
７
』

（
藝
文
出
版
、
二〇〇二）
の
特
集
「
隋
代
の
墓
誌
銘
」
グ
ラ
ビ
ア
に
掲
載
す
る
部
分

一
六
五
字
中
に
、
三
角
形
の
横
画
収
筆
が
頻
出
す
る
。
墓
誌
全
体
の
図
版
は
未

公
開
で
、
刻
法
混
在
の
詳
細
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は

刻
法
と
収
筆
表
現
の
関
係
に
は
言
及
せ
ず
、『
金
石
書
学
７
』
に
掲
載
さ
れ
た

一
六
五
字
の
範
囲
に
見
え
る
収
筆
表
現
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
。

　

該
誌
は
二
一
行
、
満
行
二
十
字
。
全
文
の
字
数
は
不
明
。
墓
主
は
大
業
六
年

（
六一〇）
七
月
二
十
三
日
に
「
鴻
固
郷
疇
貴
里
の
西
山
」
に
葬
ら
れ
た
。
祖
父
の

元
均
は
『
周
書
』『
北
史
』
に
伝
が
あ
り
、
父
の
元
孝
方
も
『
隋
書
』
元
孝
矩

伝
に
附
伝
が
あ
る
。
原
石
は
陝
西
省
考
古
研
究
所
の
蔵
で
あ
る
。

　

図
十
二
の
右
列
十
例
の
と
お
り
、
該
誌
に
は
三
角
形
の
収
筆
が
多
数
検
出
で

き
る
ほ
か
、
１
「
主
」
の
第
二
画
末
や
、
７
「
氏
」
の
よ
う
に
大
ぶ
り
な
形
状

が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
１
「
主
」
５
「
誌
」
８
「
請
」
な
ど
の
よ
う
に
小
横
画

に
も
三
角
形
収
筆
を
多
用
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
様
態
は
八
年
後
の
元
氏

墓
誌
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
左
列
の
十
例
の
と
お
り
、
終
乾
形
を
専
用
す
る

刻
法
も
右
列
の
刻
法
と
と
も
に
該
誌
中
に
併
存
し
、
該
誌
に
複
数
の
刻
法
が
混
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在
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

　

五　

尉
富
娘
墓
誌
の
場
合

　

墓
主
の
尉
富
娘
の
祖
父
尉
遅
綱
は
『
北
史
』『
北
周
書
』
に
伝
が
あ
る
。
大

業
十
一
年
五
月
十
三
日
に
十
八
歳
で
歿
し
、
同
月
十
七
日
に
「
京
兆
郡
長
安
県

龍
首
郷
興
台
里
」
に
葬
ら
れ
た
。
該
誌
は
同
治
十
年
（
一八七一）
に
出
土
し
、
李

宗
岱
、
龐
澤
鑾
ら
の
蔵
を
経
て
、
い
ま
上
海
博
物
館
に
蔵
さ
れ
る
周
知
の
墓
誌

で
あ
り
、
陸
増
祥
『
八
瓊
室
金
石
補
正
』、
趙
万
里
『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』

等
に
収
録
さ
れ
、
影
印
本
に
も
羅
振
玉
編
『
六
朝
墓
誌
精
華　

第
四
集
』（
有

正
書
局
、
一九二〇）、『
隋
墓
誌
選
粋
』（
湖
北
美
術
出
版
社
、
二〇〇一）
等
が
あ
る
。

二
三
行
、
満
行
二
四
字
、
全
五
二
七
字
か
ら
な
る
。

　

該
誌
に
混
在
す
る
刻
法
は
図
十
三
の
と
お
り
で
、
う
ち
分
担
範
囲
が
比
較
的

広
い
刻
法
は
Ａ
～
Ｄ
で
あ
り
、
Ｅ
～
H
の
各
分
担
範
囲
は
Ａ
～
Ｄ
よ
り
も
狭
い
。

ま
た
Ｉ
Ｊ
欄
に
は
、「
公
祖
頗
習
」「
独
見
招
」「
魂
」（
所
刻
字
数
そ
れ
ぞ
れ
掲

示
分
の
み
）
の
三
者
を
掲
げ
た
。
Ａ
が
刻
出
す
る
横
画
の
書
法
は
、
左
上
か
ら

入
筆
し
た
の
ち
手
首
を
返
し
な
が
ら
筆
鋒
を
下
辺
に
移
動
さ
せ
つ
つ
筆
鋒
を
開

い
て
右
下
に
抜
き
放
つ
も
の
で
、
や
や
粘
着
性
を
有
す
る
。
Ｂ
が
刻
出
す
る
書

法
は
、
入
筆
後
に
手
首
を
返
す
こ
と
な
く
運
筆
し
、
収
筆
時
に
に
わ
か
に
加
圧

し
て
筆
鋒
を
右
下
や
右
上
に
移
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
は
加
圧
し
な
が
ら
の

終
乾
形
で
、
柔
軟
な
弾
性
を
有
し
て
い
る
が
、
安
定
感
が
な
く
未
熟
で
あ
る
。

Ｄ
は
Ｃ
同
様
に
未
熟
で
、
し
か
も
結
構
は
い
っ
そ
う
不
安
定
で
あ
る
。
収
筆
に

は
加
圧
し
て
開
い
た
筆
鋒
を
終
乾
形
に
作
る
が
、
Ｃ
の
柔
軟
さ
が
な
い
。
Ｅ
は

Ｂ
同
様
に
筆
鋒
の
移
動
に
よ
る
筆
画
の
変
化
を
抑
制
し
て
勁
抜
で
あ
る
が
、
収

筆
部
で
の
筆
鋒
の
開
き
が
他
者
よ
り
も
少
な
く
、
収
筆
も
小
振
り
で
あ
る
。
Ｆ

は
Ｅ
と
類
似
し
て
、
筆
画
の
変
化
を
抑
制
し
収
筆
も
小
振
り
で
あ
る
が
、
Ｅ
の

険
し
さ
が
な
い
。
Ｇ
は
Ｆ
に
類
似
す
る
が
、
終
乾
形
と
三
角
形
の
収
筆
を
混
用

す
る
。
H
が
刻
出
す
る
趣
は
や
や
Ｃ
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
筆
画

に
Ｃ
の
肉
が
な
く
、
収
筆
に
も
Ｃ
の
弾
性
が
な
い
。
Ｉ
の
四
字
は
Ｊ
の
「
独
見

招
」
と
祖
述
す
る
書
法
が
明
ら
か
に
異
な
る
。
ま
た
Ｊ
の
「
魂
」
一
字
は
Ｃ
な

い
し
Ｄ
に
近
似
す
る
が
別
手
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
各
刻
法
の
収
筆
表
現
は
図
十
四
の
と
お
り
で
あ
る
。
三
角
形
の
顕
著

な
収
筆
表
現
が
頻
出
す
る
の
は
Ｂ
の
刻
法
だ
け
で
あ
る
。
Ｆ
を
除
く
他
の
刻
法

【
図
十
二
】



─ 50─

で
は
終
乾
形
を
基
本
と
し
、
ま
れ
に
三
角
形
の
収
筆
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
加
圧
し
て
一
気
に
右
下
に
払
い
出
す
際
に
、
上
辺
に
三
角
形
の
頂
点
が

偶
発
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
Ｂ
の
三
角
形
収
筆
の
一
部
に
は

偶
発
的
な
三
角
形
収
筆
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
大
振
り
の
三
角

形
を
終
乾
形
と
併
用
す
る
も
の
で
、
そ
の
様
態
は
元
公
墓
誌
と
近
似
す
る
。

　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
元
公
墓
誌
（
大
業
一
一
年　

六一五）
以
前
の
隋
代
墓
誌
の
う
ち
、
稿

者
が
実
見
し
た
原
拓
七
十
五
誌
と
、
こ
れ
を
除
く
原
寸
大
の
影
印
五
十
誌
（
部

分
の
み
の
影
印
一
誌
を
含
む
）
の
計
一
二
五
誌
を
点
検
し
て
い
く
中
で
、
元
公

墓
誌
の
三
角
形
収
筆
に
類
す
る
表
現
を
一
定
量
検
出
で
き
た
（
偶
発
性
の
域
を

越
え
る
と
み
ら
れ
る
）
五
件
の
墓
誌
に
つ
い
て
、
そ
の
収
筆
の
様
態
を
整
理
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
事
項
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

【
図
十
三
】

【
図
十
四
】
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㈠　

管
見
の
限
り
、
元
公
墓
誌
に
顕
著
な
三
角
形
の
収
筆
表
現
に
類
似
す
る
収

筆
表
現
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
元
公
墓
誌
よ
り
二
十
三
年
遡
る
長
孫
懿
墓
誌

（
開
皇
一
二
年　

五九二）
が
最
初
で
、
そ
の
後
は
楊
异
墓
誌
（
仁
寿
元
年　

六〇一）、

楊
休
墓
誌
（
大
業
三
年　

六〇七）、
韋
夫
人
元
咳
女
墓
誌
（
同
六
年　

六一〇）、
尉
富

娘
墓
誌
（
同
一
一
年　

六一五）
の
四
誌
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
数
は

管
見
の
一
二
五
誌
中
の
わ
ず
か
四
％
に
す
ぎ
な
い
。
も
と
よ
り
伝
世
の
全
隋
代

墓
誌
を
点
検
し
た
結
果
で
は
な
い
が
、
確
率
か
ら
考
え
て
、
楷
書
の
三
過
折
の

筆
押
え
が
当
然
反
映
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
隋
唐
石
刻
に
お
い
て
、
元
公
墓
誌

に
顕
著
な
三
角
形
の
楷
書
収
筆
表
現
は
、
元
公
墓
誌
や
そ
の
夫
人
姫
氏
墓
誌
の

こ
ろ
に
な
っ
て
、
ご
く
一
部
の
墓
誌
に
現
れ
る
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

㈡　

し
か
も
、
そ
の
三
角
形
の
収
筆
表
現
は
、
混
在
す
る
諸
刻
法
の
一
つ
と
し

て
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
五
誌
及
び
元
公
墓
誌
に
つ
い
て
み

て
も
、
三
角
形
の
収
筆
は
旧
来
の
一
般
的
な
収
筆
表
現
で
あ
る
終
乾
形
を
刻
出

す
る
刻
法
と
一
誌
中
に
併
存
す
る
刻
法
と
し
て
、
あ
る
い
は
終
乾
形
と
一
字
中

に
併
用
さ
れ
る
刻
法
と
し
て
存
在
し
た
。

㈢　

す
な
わ
ち
、
楷
書
墓
誌
で
あ
り
な
が
ら
、
墓
誌
に
お
け
る
石
刻
収
筆
表
現

の
主
流
は
元
公
墓
誌
が
刻
さ
れ
る
時
点
で
さ
え
、
楷
書
要
件
の
筆
押
え
を
表
現

し
な
い
旧
来
の
終
乾
形
で
あ
り
、
三
過
折
の
楷
書
要
件
を
満
足
す
る
楷
書
書
法

の
表
象
に
一
致
す
る
筆
抑
え
を
強
調
し
た
三
角
形
収
筆
は
、
依
然
と
し
て
非
主

流
に
過
ぎ
な
い
。

㈣　

図
十
五
は
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
五
誌
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
三
角
形
の

収
筆
表
現
を
、
元
氏
墓
誌
に
見
ら
れ
る
収
筆
表
現
と
と
も
に
、
各
四
字
を
掲
げ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
わ
ず
か
六
誌
か
ら
三
角
形
収
筆
の
史
的
展
開
を
推
論
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
長
孫
懿
墓
誌
や
楊
异
墓
誌
で
は
、
三
角
形
の
誇
張
表

現
（
自
然
な
用
筆
の
域
を
越
え
た
表
現
）
が
多
出
し
な
い
状
況
が
あ
る

一
方
、
楊
休
墓
誌
以
下
の
四
誌
に
至
っ
て
は
多
出
す
る
実
態
は
、
指

摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

㈤　

す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
五
誌
中
、
楊
休
墓
誌
の
（
刻
出
す

る
）
書
法
に
は
、
元
公
墓
誌
の
（
刻
出
す
る
）
書
法
と
の
近
似
性
が

認
め
ら
れ
る
が
、
他
の
四
誌
と
は
近
似
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

三
角
形
の
収
筆
表
現
と
特
定
の
書
法
と
の
結
合
関
係
は
な
い
と
考
え

【
図
十
五
】
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ら
れ
る
。
た
だ
し
、
図
十
五
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
楊
异
墓
誌
、
韋
夫
人
元
咳

女
墓
誌
、
尉
富
娘
墓
誌
さ
え
も
元
公
墓
誌
に
近
似
す
る
印
象
を
与
え
る
の
は
、

横
画
収
筆
を
き
り
っ
と
結
ぶ
三
角
形
収
筆
が
齎
す
効
果
と
み
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
見
て
き
た
と
お
り
、
三
角
形
収
筆
を
刻
出
す
る
刻
法
は
、
い
ず
れ
の

墓
誌
に
お
い
て
も
、
一
誌
中
に
混
在
す
る
各
種
刻
法
の
一
種
と
し
て
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
三
角
形
収
筆
を
刻
出
す
る
刻
法
が
、
原
稿
で
あ
る
筆
跡
を
忠
実

に
刻
し
た
保
証
が
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
の
状
況
は
、
混
在
す
る
各
種
刻

法
と
同
様
に
筆
跡
に
従
属
せ
ず
に
刻
者
が
自
律
的
に
奏
刀
し
た
結
果
と
み
る
の

が
穏
当
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
三
角
形
収
筆
は
筆
跡
に
従
属
し
な
い
自
律
的

刻
法
の
産
物
と
い
え
る
。
し
か
も
、
と
り
わ
け
楊
休
墓
誌
以
下
の
三
誌
及
び
元

公
墓
誌
に
は
、
用
筆
の
理
に
沿
う
こ
と
か
ら
も
逸
脱
し
て
不
自
然
に
誇
張
さ
れ

た
三
角
形
の
筆
押
え
が
多
出
す
る
。
稿
者
は
そ
の
誇
張
が
筆
跡
に
従
属
し
な
い

自
立
的
刻
法
が
観
念
的
に
継
承
さ
れ
た
結
果
と
考
え
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
形

状
は
、
後
世
に
普
遍
化
す
る
楷
書
収
筆
筆
法
の
表
象
を
先
取
り
し
た
形
状
、
す

な
わ
ち
筆
法
に
先
ん
ず
る
刻
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う（
４
）。

（
二
〇
一
八
・
一
〇
）

　

注
１　
『
大
東
書
道
研
究
』
第
二
三
号
（
大
東
文
化
大
学
書
道
研
究
所
、
二一〇六）
所
収
。

元
公
墓
誌
の
横
画
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
三
角
形
の
収
筆
の
形
状
は
、
同
時
の
そ

の
夫
人
姫
氏
墓
誌
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
認
め
ら
れ
る
が
、
同
稿
で
は
紙
幅
上

割
愛
し
た
。

２　

包
世
臣
『
安
呉
論
書
』
述
書
に
見
え
る
黄
乙
生
の
「
始
坤
終
乾
」（
左
斜
め

下
か
ら
始
筆
し
た
筆
鋒
が
収
筆
で
右
斜
め
下
に
抜
け
る
）
に
借
り
る
。

３　

旧
稿
『
碑
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
─
寧
贙
碑
・
孟
法
師
碑
の
場
合
─
』（「
書

学
文
化
」
第
15
号
、
二〇一四）
に
、
寧
贙
碑
に
混
在
す
る
諸
刻
法
中
に
、
他
者
と

全
く
ス
タ
イ
ル
が
異
な
る
銘
石
書
を
祖
述
す
る
刻
法
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

４　

こ
の
筆
法
に
先
ん
ず
る
刻
法
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
に
「
さ
ら
に
注
意
す
べ
き

問
題
は
、
伝
承
さ
れ
る
特
定
刻
法
の
自
律
性
で
あ
る
。
筆
跡
で
あ
れ
石
刻
で
あ

れ
、
書
法
史
は
書
法
の
史
的
展
開
で
あ
る
と
の
通
念
の
下
で
は
、
特
定
の
書
法

を
表
現
す
る
刻
法
は
特
定
の
書
法
に
常
に
従
属
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
史
観
で
は
、
刻
法
は
常
に
書
法
を
追
随
す
る
構
造
を
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
原
本
で
あ
る
筆
跡
に
従
属
せ
ず
、
自

律
的
に
特
定
の
書
法
を
表
現
す
る
特
定
刻
法
が
伝
播
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す

れ
ば
、
刻
法
が
常
に
書
法
に
従
属
す
る
と
の
考
え
は
成
立
し
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
自
律
性
を
獲
得
し
た
特
定
刻
法
は
、
書
法
を
表
現
す
る

自
律
性
を
自
覚
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
か
の
過
程
で
自
発
的
に
工

夫
を
加
え
て
、
よ
り
迫
真
の
筆
法
を
表
現
す
る
方
法
を
生
み
だ
す
可
能
性
を
否

定
で
き
な
い
。
無
論
、
書
法
が
新
た
な
刻
法
を
誘
発
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
、

そ
の
可
能
性
と
同
等
に
、
自
律
的
刻
法
自
体
が
自
発
的
に
迫
真
の
筆
法
を
表
現

す
る
新
た
な
刻
法
を
生
み
だ
す
可
能
性
も
あ
り
う
る
。
と
す
れ
ば
、
刻
法
が
書
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法
を
先
導
す
る
一
面
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。」（『
大
東
文
化
大
学
創
立
90
周

年
・
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
科
創
立
60
周
年
記
念
共
同
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
論
文
集
─
東
西
文
化
交
流
期
に
お
け
る
日
中
両
国
の
文
学
・
芸
術
・
教
育
・
歴
史
・

思
想
─
』（
大
東
文
化
大
学
文
学
部
・
人
文
科
学
研
究
所
・
大
東
文
化
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
・
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
、
二〇一五）
所
収
「
石
刻
に
お
け
る
刻

派
の
形
影
、
及
び
書
法
に
先
行
す
る
刻
法
の
可
能
性
─
北
朝
墓
誌
中
の
伝
播
す

る
特
定
刻
法
に
即
し
て
─
」）
と
述
べ
た
ほ
か
、
旧
稿
「
欧
陽
通
「
泉
男
生
墓

誌
」
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
─
筆
法
に
先
行
す
る
刻
法
（
刻
法
に
よ
る
新
表
現
）

の
可
能
性
─
」（『
大
東
書
道
研
究
』
第
二
二
号
（
大
東
文
化
大
学
書
道
研
究
所
、
二一

〇五））
に
お
い
て
は
、
顔
真
卿
早
期
の
王
琳
墓
誌
、
郭
虚
己
墓
誌
、
多
宝
塔
碑

よ
り
も
六
、
七
十
年
前
に
刻
さ
れ
た
泉
男
生
墓
誌
中
に
混
在
す
る
三
類
九
種
の

刻
法
の
一
類
に
、
顔
真
卿
書
法
を
想
起
さ
せ
る
書
法
を
刻
出
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。




